
東海財務局管内金融機関における
中小企業金融円滑化法に基づく
貸付条件の変更等の状況について

東 海 財 務 局

ザイムくん＆ザイコちゃん

平成23年８月１日

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（平成21年法律第
96号。以下「法」という。）第２条に掲げる金融機関は、法第８条の規定に基づき、法施行
日（平成21年12月４日）から本年３月31日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を（５
月16日までに）行政庁に報告したところです。

今般、金融庁が、法第８条第３項の規定に基づき、当該報告の概要を公表したところです
が、東海財務局管内金融機関の貸付条件の変更等の状況について、以下のとおり取りまとめ
ましたので、これを公表いたします。

【お問い合わせ先】
財務省 東海財務局 金融監督第一課
ＴＥＬ：（０５２）９５１－２４９３



債務者が中小企業者である場合における貸付条件の変更等の状況は、下表のとおりです。3業態の合計では、実行率
①が97.8％、実行率②が92.0％となっています。

92.0%97.8%6,403
(1,157)

10,006
(2,180)

5,537
(1,151)

251,691
(54,297)

273,637
(58,791)

合計(68)

91.2%97.1%171
(25)

129
(41)

132
(22)

4,498
(1,101)

4,930
(1,191)

信用組合(16)

93.3%98.5%2,743
(442)

3,731
(705)

1,729
(307)

114,135
(20,230)

122,338
(21,686)

信用金庫(39)

90.9%97.3%3,489
(690) 

6,146
(1,434) 

3,676
(822) 

133,058
(32,966) 

146,369
(35,914) 

地域銀行(13)
※3

実行率②
※2

実行率①
※1

取下げ審査中謝絶実行申込み

※1 実行率①＝実行件数／（実行件数＋謝絶件数）。以下同じ。

※2 実行率②＝実行件数／申込み件数。以下同じ。

※3 地域銀行とは、地方銀行、第二地方銀行をいう。以下同じ。

※4 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示。以下同じ。

※5 左端の欄中の括弧内は、本年３月末時点の東海財務局管内に本店を有する金融機関数。以下同じ。

※6 件数は、貸付債権ベース。以下同じ。

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円）

１．債務者が中小企業者である場合



債務者が中小企業者である場合であって、信用保証協会等による保証を受けていなかったときにおける貸付条件の
変更等の状況は、下表のとおりです。3業態の合計では、実行率①が98.1％、実行率②が93.3％となっており、１．の
場合と比較してほぼ同水準の実行率となっています。

93.3%98.1%2,194
(687) 

3,548
(1,339)

0 
(0) 

2,120
(741)

0
(0)

109,951
(36,559)

117,813
(39,332)

合計(68)

92.3%97.6%98
(21)

85
(38)

0 
(0) 

76
(18)

0 
(0) 

3,115
(997)

3,374
(1,076)

信用組合(16)

95.1%99.0%962
(267)

1,322
(428)

0 
(0) 

582
(189)

0
(0) 

55,775
(13,926) 

58,641
(14,811) 

信用金庫(39)

91.5%97.2%1,134
(399)

2,141
(873)

0
(0)

1,462
(534)

0
(0)

51,061
(21,636)

55,798
(23,445)

地域銀行(13)

保証協会が条
件変更対応保
証を応諾した
もの

保証協会が条
件変更対応保
証を応諾した
もの

実行率
②

実行率
①

取下げ審査中

謝絶実行

申込み

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円）

２．債務者が中小企業者である場合であって、信用保証協会等による保証を受けていなかったとき



債務者が中小企業者である場合であって、信用保証協会等による保証を受けていたときにおける貸付条件の変更等
の状況は、下表のとおりです。謝絶のうち、「保証協会等が債務の保証を応諾したもの」は、3業態の合計で1,513件
（183億円）となっています。

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円）

91.0%97.6%4,209
(469) 

6,458
(838)

1,513
(183)

3,417
(408)

141,740
(17,736)

155,824
(19,457)

合計(68)

88.9%96.1%73
(4)

44
(2)

12
(0)

56
(3)

1,383
(103)

1,556
(114)

信用組合(16)

91.6%98.1%1,781
(175)

2,409
(276)

428
(41)

1,147
(118)

58,360
(6,303)

63,697
(6,874)

信用金庫(39)

90.5%97.4%2,355
(290) 

4,005
(560) 

1,073
(142) 

2,214
(287) 

81,997
(11,330) 

90,571
(12,469) 

地域銀行(13)

保証協会等が債務
の保証を応諾した
もの

実行率②実行率①取下げ審査中

謝絶

実行申込み

３．債務者が中小企業者である場合であって、信用保証協会等による保証を受けていたとき



債務者が中小企業者である場合であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有するときにおける貸
付条件の変更等の状況は、下表のとおりです。謝絶のうち、「他金融機関により法の施行日以後になされた貸付条件
の変更等の実行を認識していたもの」は、3業態の合計で363件（133億円）となっています。

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円）

91.2%97.2%662
(200)

1,435
(587)

363
(133)

893
(327)

0
(0)

30,844
(11,123)

33,834
(12,243)

合計(68)

92.4%97.5%17
(6)

23
(27)

6
(0)

18
(2)

0
(0)

706
(288)

764
(325)

信用組合(16)

93.2%98.5%272
(70)

572
(218)

42
(12)

231
(83)

0
(0)

14,682
(4,435)

15,757
(4,808)

信用金庫(39)

89.3%96.0%373
(124)

840
(342)

315
(121)

644
(242)

0
(0)

15,456
(6,400)

17,313
(7,110)

地域銀行(13)

他金融機関により
法の施行日以後に
なされた貸付条件
の変更等の実行を
認識していたもの

保証協会
が条件変
更対応保
証を応諾
したもの

実行率
②

実行率
①

取下げ審査中

謝絶実行

申込み

４．債務者が中小企業者である場合であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有す
るとき



債務者が住宅資金借入者である場合における貸付条件の変更等の状況は、下表のとおりです。4業態の合計では、実
行率①が87.6％、実行率②が70.0％となっています。

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円）

70.0%87.6%2,297
(318)

1,119
(155)

1,685
(255)

11,916
(1,751)

17,017
(2,485)

合計(70)

58.1%81.2%112
(14)

101
(11)

101
(13)

436
(52)

750
(91)

労働金庫(2)

75.8%86.8%51
(5)

16
(1)

61
(9)

402
(51)

530
(68)

信用組合(16)

75.9%92.3%805
(100)

296
(41)

395
(54)

4,717
(625)

6,213
(822)

信用金庫(39)

66.8%84.9%1,329
(199)

706
(102)

1,128
(179)

6,361
(1,023)

9,524
(1,504)

地域銀行(13)

実行率②実行率①取下げ審査中謝絶実行申込み

５．債務者が住宅資金借入者である場合



【債務者が中小企業者である場合】

その他 38.6% 債務の弁済に

目処が立った

もの 56.1%

債務者に事業

継続の意思が

無く、申込み

を取り下げた

もの 5.3%

債務者が貸付条件の変更等の申込みを取り下げる際の理由は、下の円グラフのとおりです。「債務の弁済に目途が
立ったもの」は、債務者が中小企業者である場合には全体の約6割、債務者が住宅資金借入者である場合には全体の約
7割を占めています。

【債務者が住宅資金借入者である場合】

その他 25.7%

債務の弁済に

目処が立った

もの 73.1%

債務者に返済

の意思が無

く、申込みを

取り下げたも

の 1.2%

６．債務者が貸付条件の変更等の申込みを取り下げる際の理由

※ 構成比は四捨五入して表記したため、合計が100％にならないことがあります。



【債務者が中小企業者である場合】

その他 20.6%

事業について

の改善又は再

生の可能性が

低いと判断し

たもの 9.8%

申込み日から

３ヶ月経過し

て謝絶とみな

されたもの

69.6%

金融機関が貸付条件の変更等を謝絶する際の理由は、下の円グラフのとおりです。「申込み日から３ヶ月経過して
謝絶とみなされたもの」は債務者が中小企業者である場合には全体の約７割、債務者が住宅資金借入者である場合に
は全体の約８割を占めています。

※ 構成比は四捨五入して表記したため、合計が100％にならないことがあります。

注）「申込み日から３ヶ月経過して謝絶とみなされたもの」であっても、その後、実行に至った場合には、その時点で「申込
み」「実行」に1件ずつ再計上することとされています。

（以 上）

【債務者が住宅資金借入者である場合】

その他 15.9%

貸付条件の変

更を行ったと

しても、債務

の弁済に目処

が立たないと

判断したもの

7.1%

申込み日から

３ヶ月経過し

て謝絶とみな

されたもの

77.0%

７．金融機関が貸付条件の変更等を謝絶する際の理由



○22年12月末時点に引き続き、審査中の案件等を除いた実行の割合は９割を超える水準。

○申込み件数（累計）に占める実行件数の割合は増加傾向にあり、23年３月末で92.0％。　

　　　　99.5％　　　　　　　　98.7％　　　　　　　98.0％　　　　　　　97.8％　　　　　　　97.9％　　　　　 　　97.8％
　　　（21年12月末）　　　　（22年3月末）　　　　（22年6月末）　　　　（22年9月末）　　　　（22年12月末）　　　　（23年3月末）

　　（注）構成比は四捨五入して表記したため、合計が100％にならないことがあります。

※　対象金融機関：地域銀行（１３）、信用金庫（３９）、信用組合（１６）

○　各月末までの申込み件数（累計）及びその処理状況の推移

○　申込み件数（累計）に占める実行等の割合

管内68金融機関における金融円滑化法の施行状況（中小企業者向け）

○　審査中・取下げを除いた実行率（実行件数/[実行件数+謝絶件数]）

○四半期毎の申込み件数は、22年１～３月期には約５万２千件、22年４～６月期・７～９月期には約５万件、
   22年10～12月期には約５万１千件、23年１～３月期には約５万４千件。
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（実行）
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（実行）
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（実行）
102,091

（実行）
151,600

（実行）
199,987

（実行）
251,691

（実行）
8,171

（謝絶）
37
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735
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2,135
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3,349
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（謝絶）
4,394
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（審査中）
9,782

（審査中）
9,074

（審査中）
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（審査中）
11,329

（審査中）
8,341

（取下げ）
124

（取下げ）
1,607

（取下げ）
3,096

（取下げ）
4,297

（取下げ）
6,403

（取下げ）
5,373

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

21年12月末 22年3月末 22年6月末 22年9月末 22年12月末 23年3月末

（
件
数

）

（申込）
16,673

（申込）
68,441

（申込）
118,616

（申込）
168,320

（申込）
219,536

（申込）
273,637

+51,768

+50,175

+49,704

+51,216

+54,101



○22年12月末時点に引き続き、審査中の案件等を除いた実行の割合は８割を超える水準。

○申込み件数（累計）に占める実行件数の割合は増加傾向にあり、23年３月末時点で70.0％。

　　　　90.2％　　　　　　　　90.7％　　　　　　　86.6％　　　　　　　87.3％　　　　　　　87.3％　　　 　　　　87.6％
　　　（21年12月末）　　　　（22年3月末）　　　　（22年6月末）　　　　（22年9月末）　　　　（22年12月末）　　　　（23年3月末）

　　（注）構成比は四捨五入して表記したため、合計が100％にならないことがあります。

※　対象金融機関：地域銀行（１３）、信用金庫（３９）、信用組合（１６）、労働金庫（２）

○　各月末までの申込み件数（累計）及びその処理状況の推移

○　申込み件数（累計）に占める実行等の割合

管内70金融機関における金融円滑化法の施行状況（住宅ローン向け）

○　審査中・取下げを除いた実行率（実行件数/[実行件数+謝絶件数]）

○四半期毎の申込み件数は、22年１～３月期には約４千２百件、22年４～６月期には約３千３百件、
   22年７～９月期には約２千９百件、22年10～12月期には約２千５百件、23年１～３月期には約２千７百件。
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+4,206

+3,336

+2,896

+2,455

+2,741
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